
 

藤枝市住宅省エネ設計推進事業費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  市長は、既存住宅の温室効果ガス排出量削減を図るため、住宅省エネ設

計推進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付す るも

のとし、その交付に関しては、藤枝市補助金等交付規則（平成 17年藤枝市規則

第 2号）及びこの要綱の定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

(1) 住宅  市内にある一戸建ての住宅をいう。ただし、住宅の品質確保の促

進等に関する法律（平成 11年法律第 81号。以下「品確法」という。）第２

条第２項に規定する新築住宅に該当しないものに限る。  

(2) 省エネ設計  住宅に係る省エネ化のための計画  

(３) 住宅省エネ設計推進事業  省エネ設計を策定する事業  

(４) 省エネ基準  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27

年法律第 53号。以下「建築物省エネ法」という。）第２条第１項第３号に

規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。  

(５) ＺＥＨ水準  強化外皮基準（品確法第３条の２第１項に規定する評価方

法基準における断熱等性能等級５以上の基準（結露の発生を防止する対策

に関する基準を除く。））を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一

次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から２０％削減となる省エネ性

能の水準をいう。  

(６) ＢＥＬＳ  建築物省エネ法第７条の規定を実施するために定められた建

築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成 28年国土交通省告示第

489号）に基づき実施する建築物省エネルギー性能表示に係る第三者認証の

制度をいう。  

（補助の対象及び補助額）  

第３条  補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。ただし、補助額に１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。  

（交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

金交付申請書（第１号様式）に別に定める関係書類を添付して市長に提出しな



 

ければならない。  

（交付決定）  

第５条  市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金

の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第２号様式）により通知す

る。  

（交付の条件）  

第６条  交付の決定に際しては、次に掲げる事項を条件とする。  

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得   

なければならないこと。  

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を  

得なければならないこと。  

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後  

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な 運  

用を図らなければならないこと。  

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこ  

れらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、５年間保管しなけ  

ればならないこと。  

(5)  補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難と  

なった場合は、遅滞等報告書（第３号様式）を提出して、その指示を受けな

ければならないこと。  

２  市長は前項第５号により報告を受けた場合は、指示書（第４号様式）により

指示しなければならない。  

（変更承認）  

第７条  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」をいう。）は、設計

箇所を変更するときは、あらかじめ変更承認申請書（第５号様式）に関係書類

を添付して市長に提出しなければならない。  

２  市長は、補助事業の変更承認申請があった場合は、内容を審査し、変更の承

認をするときは、変更の承認通知書（第６号様式）により通知するものとする。  

（補助事業の廃止又は中止）  

第８条  補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、廃止（中

止）届（第７号様式）を市長に提出しなければならない。  

（実績報告）  



 

第９条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（第８号様式）

に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２  前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付決定があった日の属する年度の２ 月末日のいずれか早い日ま

でに提出しなければならない。  

（補助金額の確定）  

第１０条  市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告書に係る補助

事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、

補助金交付確定通知書（第９号様式）により通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第１１条  補助事業者は、前条の通知を受領した日から起算して１０日を経過し

た日までに請求書（第１０号様式）を提出しなければならない。  

（消費税仕入控除税額に係る取扱い）  

第１２条  補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額に消費税法（昭和 63

年法律第 108号）及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定により仕入れに

係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分がある場合には、それら

控除できる部分の合計額に補助率（補助金所要額を補助対象経費で除して得た

率をいう。）を乗じて得た金額（以下「消費税仕入控除税額等」）という。）

を補助金所要額から減じて得た額を、補助金の交付申請額としなければならな

い。ただし、補助金の交付申請の時点において当該補助金に係る消費税仕入控

除税額等が明らかになっていない場合は、この限りではない。  

２  補助事業者は、第５条の規定による交付の決定を受けた後に、消費税仕入控

除税額等が明らかになった場合には、その金額（前項の規定により補助金の交

付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から

減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補

助金の額から減額して第７条の規定による変更承認申請書を提出し市長の承

認を受けなければならない。  

３  補助事業者は、第９条の規定による実績報告書を提出した後において、消費

税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には 、そ

の金額（前２項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた

額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額等報告書（第１１号様式）に次



 

に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を

受けたときは、これを市に返還しなければならない。  

(1) 補助事業を実施した年（法人にあっては事業年度）の消費税及び地方消費

税の確定申告書の写し  

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附  則（令和 5年 6月 1日藤枝市告示第 176号）  

 この要綱は、公示の日から施行する。  

 

別表（第３条関係）  

補助の対象  補   助   額  

省 エ ネ設 計 の 策 定 に 要 する 費 用 で 次 に 掲 げる も

のとする。  

ア  省エネ改修を行うために必要な調査、設計、

計画に係る費用  

イ  改修設計内容についてＢＥＬＳ等の評価、認

証を受けるために必要な費用  

省 エ ネ 設 計 の 策 定 に 要

す る 経 費 の ３ 分 の ２ と

３ ８ 万 ８ 千 円 と を 比 較

して、いずれか少ない額

以内とする。  

 


